
一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
三
百
十
五
号 

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
二
条
の
二
第
四
項
並
び
に
電
波
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政

令
第
二
百
四
十
五
号
）
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
二
年
郵
政
省
告
示
第
六
百
三
十
一

号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
等
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
九
月
二
十
日 

総
務
大
臣 

野
田 

聖
子
あ
あ 

一 

昭
和
四
十
二
年
郵
政
省
告
示
第
六
百
三
十
一
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
。



二
頁 

 

  

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
［
一 
略
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

公
衆
通
信
障
害
防
止
区
域
以
外
の
伝
搬
障
害
防
止
区
域 

二 

［
同
上
］ 

区
別 

重
要

無
線

通
信

の
種

類 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
防
止
区
域

の
外
縁
と
の

交
点
の
位
置

（
中
心
線
上

、
上
の
欄
の

㈠
に
掲
げ
る

空
中
線
又
は

無
給
電
中
継

装
置
か
ら
の

平
面
距
離
（

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
示
す

。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

一 

削
除 

区
別 

重
要

無
線

通
信

の
種

類 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
防
止
区
域

の
外
縁
と
の

交
点
の
位
置

（
中
心
線
上

、
上
の
欄
の

㈠
に
掲
げ
る

空
中
線
又
は

無
給
電
中
継

装
置
か
ら
の

平
面
距
離
（

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
示
す

。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

一 

放
送

業
務

用 

㈠ 

北
海
道
帯
広

市
西
五
条
南
七

の
二
の
二 

（
九
〇
） 

㈡ 

北
海
道
河
東

郡
音
更
町
十
勝

川
温
泉
九 

（
二
〇
一
） 

〇 三 

五
〇 

北
海
道 

帯
広
市 

西
五
条
南
七
丁
目
、
同

八
丁
目
、
西
四
条
南
七
丁
目
、

同
八
丁
目
、
西
三
条
南
七
丁
目

、
同
八
丁
目
、
西
二
条
南
七
丁

目
、
西
一
条
南
七
丁
目
、
大
通

南
六
丁
目
、
同
七
丁
目
、
東
一

条
南
六
丁
目
、
同
七
丁
目
、
東

二
条
南
六
丁
目
、
同
七
丁
目
、

東
三
条
南
六
丁
目
、
同
七
丁
目

、
東
四
条
南
六
丁
目
、
同
七
丁

目
、
東
五
条
南
六
丁
目
、
同
七

丁
目
、
東
六
条
南
六
丁
目
、
同

七
丁
目
、
東
七
条
南
六
丁
目
、

東
八
条
南
五
丁
目
、
同
六
丁
目

、
東
九
条
南
五
丁
目
、
同
六
丁



三
頁 

 

  

 
 

［
二
～
五 

略
］ 

六 

放
送

業
務

用 

㈠ 

北
海
道
北
見

市
北
斗
町
二
四

七 

 

（
一
四
七
） 

㈡ 

北
海
道
北
見

市
南
丘
八
四 

（
二
二
一
） 

〇 一 

五
〇 

北
海
道 

北
見
市 

北
斗
町
、
幸
町
、
山
下

町
、
美
芳
町
、
本
町 

 

目
、
東
一
〇
条
南
五
丁
目
、
同

六
丁
目
、
東
一
一
条
南
五
丁
目

、
同
六
丁
目
、
東
一
二
条
南
五

丁
目
、
同
六
丁
目
、
東
一
三
条

南
五
丁
目
、
同
六
丁
目
、
東
一

四
条
南
四
丁
目
、
同
五
丁
目
、

東
一
五
条
南
四
丁
目
、
同
五
丁

目 

［
二
～
五 

同
上
］ 

 

六 

放
送

業
務

用 

㈠ 

北
海
道
北
見

市
北
斗
町
二
四

七 

 

（
一
四
七
） 

㈡ 

北
海
道
北
見

市
南
丘
八
四 

 

（
二
二
一
） 

〇 一 

五
〇 

北
海
道 

北
見
市 

北
斗
町
、
幸
町
、
山
下 

町
、
美
芳
町
、
本
町 

七 

削
除 

八 

削
除 

九 

削
除 

一
〇 

削
除 

一
一 

削
除 

一
二 

削
除 

一
三 

削
除 

一
四 

削
除 

一
五 

削
除 

一
七 

削 

除 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



四
頁 

 二 
平
成
三
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
三
十
四
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
。 

 



五
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
［
一 
略
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

電
気
通
信
業
務
障
害
防
止
区
域
以
外
の
伝
搬
障
害
防
止
区
域 

二 

［
同
上
］ 

区
分 

重
要

無
線

通
信

の
種

類 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
防
止
区
域

の
外
縁
と
の

交
点
の
位
置

（
中
心
線
上

、
上
の
欄
の

㈠
に
掲
げ
る

空
中
線
又
は

無
給
電
中
継

装
置
か
ら
の

平
面
距
離
（

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
示
す

。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

[

一
～
六 

略]
 

七 

削
除 

         

[

八
～
二
九 

略]
 

 

区
分 

重
要

無
線

通
信

の
種

類 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
防
止
区
域

の
外
縁
と
の

交
点
の
位
置

（
中
心
線
上

、
上
の
欄
の

㈠
に
掲
げ
る

空
中
線
又
は

無
給
電
中
継

装
置
か
ら
の

平
面
距
離
（

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
示
す

。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

[

一
～
六 

同
上]

 

七 

同
右 

㈠ 

富
山
県
富
山

市
牛
島
町
一
〇

の
一
八 

（
五
五
・
〇
） 

 ㈡ 

富
山
県
高
岡

市
伏
木
矢
田
字

東
上
野
一
二
の

二 （
六
二
・
五
） 

〇 

四
・
〇    

一
六
・
〇 

一
七
・
七 

五
〇     

五
〇 

富
山
県 

富
山
市 

牛
島
町
、
牛
島
本
町
、

石
坂
、
五
艘
、
長
岡
新
、
長
岡

、
北
代
、
北
代
中
部
、
呉
羽
町

北 

富
山
県 

高
岡
市 

吉
久
、
伏
木
、
伏
木
矢

田 

[
八
～
二
九 

同
上]

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



六
頁 

 三 
平
成
五
年
郵
政
省
告
示
第
百
三
十
五
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
。 

 



七
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
［
一 
略
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

電
気
通
信
業
務
伝
搬
障
害
防
止
区
域
以
外
の
伝
搬
障
害
防
止
区
域 

二 

［
同
上
］ 

区
分 

重
要

無
線

通
信

の
種

類 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
防
止
区
域

の
外
縁
と
の

交
点
の
位
置

（
中
心
線
上

、
上
の
欄
の

㈠
に
掲
げ
る

空
中
線
又
は

無
給
電
中
継

装
置
か
ら
の

平
面
距
離
（

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
示
す

。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

[

一
～
三 

略]
 

四 

削
除 

        

 五 

 

放
送 

業
務 

用 

 

［
略
］ 

 

［
略
］ 

 

［
略
］ 

 

［
略
］ 

[

六
～
九
二 

略]
 

 

区
分 

重
要

無
線

通
信

の
種

類 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
防
止
区
域

の
外
縁
と
の

交
点
の
位
置

（
中
心
線
上

、
上
の
欄
の

㈠
に
掲
げ
る

空
中
線
又
は

無
給
電
中
継

装
置
か
ら
の

平
面
距
離
（

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
示
す

。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

[

一
～
三 

同
上]

 

四 

放
送

業
務

用 

㈠ 

富
山
県
富
山

市
牛
島
町
一
〇

番
一
八
号 

（
五
七
・
八
） 

㈡ 

富
山
県
下
新

川
郡
宇
奈
月
町

栃
屋
十
三
区 

（
三
五
〇
・
〇 

） 

〇 

七
・
〇 

五
〇 

富
山
県 

富
山
市 

牛
島
町
、
湊
入
船
町
、

牛
島
新
町
、
奥
田
新
町
、
奥
田

寿
町
、
奥
田
双
葉
町
、
奥
田
町

、
久
方
町
、
下
奥
井
、
上
赤
江

町
、
下
赤
江
町
、
下
冨
居
、
新

屋
、
飯
野
、
小
西
、
三
上
、
宮

町
、
針
原
中
町
、
宮
条
、
町
袋

、
野
中 

 五 

 

同
右 

 

［
同
上
］ 

 

［
同
上
］ 

 

［
同
上

］ 

 

［
同
上
］ 

  

[

六
～
九
二 
同
上]

 
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



八
頁 

 四 
平
成
十
年
郵
政
省
告
示
第
二
百
五
十
三
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
。
。



九
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
［
一 
略
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

電
気
通
信
業
務
障
害
防
止
区
域
以
外
の
伝
搬
障
害
防
止
区
域 

二 

［
同
上
］ 

区
分 

重
要

無
線

通
信

の
種

類 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
防
止
区
域

の
外
縁
と
の

交
点
の
位
置

（
中
心
線
上

、
上
の
欄
の

㈠
に
掲
げ
る

空
中
線
又
は

無
給
電
中
継

装
置
か
ら
の

平
面
距
離
（

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
示
す

。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

一 

削
除 

         

［
二
～
四 

略
］ 

 

区
分 

重
要

無
線

通
信

の
種

類 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
防
止
区
域

の
外
縁
と
の

交
点
の
位
置

（
中
心
線
上

、
上
の
欄
の

㈠
に
掲
げ
る

空
中
線
又
は

無
給
電
中
継

装
置
か
ら
の

平
面
距
離
（

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
示
す

。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

一 

放
送

業
務

用 

㈠ 

北
海
道
帯
広

市
西
５
条
南
七

丁
目
二
番
地
の

二 

（
九
〇
） 

㈡ 

北
海
道
河
東

郡
音
更
町
大
通

一
八
丁
目
三
番

地 

（
一
一
九
） 

〇 

三
・
九
九 

五
〇 

北
海
道 

帯
広
市 

西
５
条
南
、
西
４
条
南

、
西
４
条
北
、
西
５
条
北 

河
東
郡 

音
更
町 

木
野
公
園
下
町
、
鈴

蘭
、
鈴
蘭
南
、
鈴
蘭
北
、
共

栄
台
東
、
共
栄
台
西 

［
二
～
四 

同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



十
頁 

 五 
平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
四
百
十
五
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
。



十
一
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
［
一 
略
］ 

［
一 

同
上
］ 

二 

電
気
通
信
業
務
障
害
防
止
区
域
以
外
の
伝
搬
障
害
防
止
区
域 

二 

［
同
上
］ 

区
分 

重
要

無
線

通
信

の
種

類 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
防
止
区
域

の
外
縁
と
の

交
点
の
位
置

（
中
心
線
上

、
上
の
欄
の

㈠
に
掲
げ
る

空
中
線
又
は

無
給
電
中
継

装
置
か
ら
の

平
面
距
離
（

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
示
す

。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

［
一
～
五 

略
］ 

六 

削
除 

           

 七 

 

人
命 

・
財 

 

［
略
］ 

 

［
略
］ 

 

［
略
］ 

 

［
略
］ 

区
分 

重
要

無
線

通
信

の
種

類 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
防
止
区
域

の
外
縁
と
の

交
点
の
位
置

（
中
心
線
上

、
上
の
欄
の

㈠
に
掲
げ
る

空
中
線
又
は

無
給
電
中
継

装
置
か
ら
の

平
面
距
離
（

キ
ロ
メ
ー
ト

ル
）
で
示
す

。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

［
一
～
五 

同
上
］ 

六 

人
命

・
財

産
の

保
護

用 

㈠ 

宮
城
県
仙
台

市
青
葉
区
本
町

三
―
八
―
一 

（
一
三
四
・
二
） 

㈡ 

宮
城
県
岩
沼 

市
志
賀
字
西
大

森
一
七
―
一 

（
三
五
九
・
〇
） 

〇 

四
・
六
三 

五
〇 

宮
城
県 

 

仙
台
市 

青
葉
区 

本
町
三
丁
目
、
国
分

町
三
丁
目
、
一
番
町
四
丁
目

、
国
分
町
二
丁
目
、
国
分
町

一
丁
目
、
立
町
、
大
町
二
丁

目
、
片
平
一
丁
目
、
大
手
町

、
花
壇
、
荒
巻 

太
白
区 

長
町
、
八
木
山
香
澄

町
、
八
木
山
松
波
町
、
八
木

山
東
一
丁
目
、
西
の
平
二
丁

目
、
金
剛
沢
一
丁
目 

 七 

 
同
右 

 

［
同
上
］ 

 

［
同
上
］ 

 

［
同
上

］ 

 

［
同
上
］ 

 



十
二
頁 

 

産
の 

保
護 

用 
八 
削
除 

                       

 九 

 

人
命 

・
財 

産
の 

保
護 

用 

 

［
略
］ 

 

［
略
］ 

 

［
略
］ 

 

［
略
］ 

［
一
〇
～
三
九 

略
］ 

 

   

八 

同
右 

㈠ 

宮
城
県
仙
台

市
青
葉
区
本
町

三
―
八
―
一 

（
一
三
四
・
二
） 

㈡ 

宮
城
県
宮
城 

郡
利
府
町
森
郷

字
内
の
目
北
一

七
―
四 

（
二
二
一
・
〇
） 

〇 

二
・
九
三 

五
〇 

宮
城
県 

 

仙
台
市 

 

青
葉
区 

本
町
三
丁
目
、
上
杉

一
丁
目
、
上
杉
三
丁
目
、
上

杉
四
丁
目
、
上
杉
五
丁
目
、

宮
町
四
丁
目
、
宮
町
五
丁
目

、
梅
田
町
、
東
照
宮
一
丁
目

、
東
照
宮
二
丁
目
、
小
松
島

三
丁
目
、
小
松
島
二
丁
目
、

高
松
三
丁
目
、
小
松
島
新
堤 

 
 

宮
城
野
区 

安
養
寺
一
丁
目 

三
・
六
一 

三
・
七
一 

五
〇 

宮
城
県 

 

仙
台
市 

 
 

宮
城
野
区 

自
由
が
丘 

 
 

泉
区 

南
光
台
南
二
丁
目
、
南

光
台
南
三
丁
目 

四
・
三
一 

四
・
四
〇 

五
〇 

宮
城
県 

 

仙
台
市 

 
 

泉
区 

南
光
台
南
三
丁
目
、
南

光
台
東
一
丁
目 

五
・
〇
五 

五
・
七
一 

五
〇 

宮
城
県 

 

仙
台
市 

 
 

泉
区 

南
光
台
東
二
丁
目
、
南

光
台
東
三
丁
目
、
松
森 

 九 

 

同
右 

 

［
同
上
］ 

 

［
同
上
］ 

 

［
同
上

］ 

 

［
同
上
］ 

    

［
一
〇
～
三
九 

同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

  



十
三
頁 

 六 
平
成
十
八
年
総
務
省
告
示
第
百
十
八
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 

。



十
四
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
一 
電
気
通
信
業
務
用
伝
搬
障
害
防
止
区
域 

一 

［
同
上
］ 

区
分 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
当
該
防
止

区
域
の
外
縁

と
の
交
点
の

位
置
（
中
心

線
上
、
上
の

欄
の
㈠
に
掲

げ
る
空
中
線

又
は
無
給
電

中
継
装
置
か

ら
の
平
面
距

離
（
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
）
で

示
す
。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
防
止
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

［
一
～
三
四 

略
］ 

三
五 

削
除 

        

［
三
六
～
一
〇
六 

略
］ 

 

区
分 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
当
該
防
止

区
域
の
外
縁

と
の
交
点
の

位
置
（
中
心

線
上
、
上
の

欄
の
㈠
に
掲

げ
る
空
中
線

又
は
無
給
電

中
継
装
置
か

ら
の
平
面
距

離
（
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
）
で

示
す
。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
防
止
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

［
一
～
三
四 

同
上
］ 

三
五 

㈠ 

群
馬
県
高
崎

市
高
松
町
三 

（
一
七
〇
・
二

〇
） 

㈡ 

群
馬
県
高
崎 

市
浜
尻
町
八
坂

前
一
〇
五
―
二 

（
一
四
七
・
〇

〇
） 

〇
・
〇
〇 

二
・
九
〇 

五
〇 

群
馬
県 

 

高
崎
市 

高
松
町
、
宮
元
町
、
中
紺
屋
町

、
柳
川
町
、
寄
合
町
、
新
紺
屋
町
、
田

町
、
九
蔵
町
、
嘉
多
町
、
本
町
、
椿
町

、
成
田
町
、
山
田
町
、
末
広
町
、
飯
塚

町
、
問
屋
町
三
丁
目
、
問
屋
町
四
丁
目

、
浜
尻
町 

［
三
六
～
一
〇
六 

同
上
］ 

 

［
二
・
三 

略
］ 

［
二
・
三 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



十
五
頁 

 七 
平
成
十
八
年
総
務
省
告
示
第
四
百
十
三
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



十
六
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
一 
電
気
通
信
業
務
用
伝
搬
障
害
防
止
区
域 

一 

［
同
上
］ 

区
分 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
当
該
防
止

区
域
の
外
縁

と
の
交
点
の

位
置
（
中
心

線
上
、
上
の

欄
の
㈠
に
掲

げ
る
空
中
線

又
は
無
給
電

中
継
装
置
か

ら
の
平
面
距

離
（
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
）
で

示
す
。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
防
止
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

［
一
～
二
三 

略
］ 

二
四 

削
除 

         

［
二
五
～
三
二 

略
］ 

三
三 

削
除 

     

区
分 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
当
該
防
止

区
域
の
外
縁

と
の
交
点
の

位
置
（
中
心

線
上
、
上
の

欄
の
㈠
に
掲

げ
る
空
中
線

又
は
無
給
電

中
継
装
置
か

ら
の
平
面
距

離
（
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
）
で

示
す
。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
防
止
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

［
一
～
二
三 

同
上
］ 

二
四 

㈠ 

岩
手
県
盛
岡

市
上
堂
四
丁
目

一
三
番
一
号 

 
 
 

（
二
〇
五
・
八

〇
） 

㈡ 

岩
手
県
盛
岡

市
稲
荷
町
一
番

地
五
七
号 

（
一
四
七
・
五

〇
） 

〇
・
〇
〇 

〇
・
七
四 

五
〇 

岩
手
県 

 

盛
岡
市 

上
堂
一
丁
目
、
上
堂
二
丁
目
、

上
堂
四
丁
目 

［
二
五
～
三
二 

同
上
］ 

三
三 

㈠ 

岩
手
県
盛
岡

市
上
堂
四
丁
目

一
三
番
地
一
号 

 
 

（
二
〇
五
・
八

〇
） 

㈡ 

岩
手
県
盛
岡 

〇
・
〇
〇 

一
・
一
五 

五
〇 

岩
手
県 

 

盛
岡
市 

上
堂
三
丁
目
、
上
堂
四
丁
目
、

箱
清
水
一
丁
目
、
箱
清
水
二
丁
目 



十
七
頁 

 

    

［
三
四
～
一
〇
三 

略
］ 

一
〇四 

削
除 

           

［
一
〇
五
～
一
六
四 

略
］ 

二 

放
送
業
務
用
伝
搬
障
害
防
止
区
域 

市
黒
石
野
一
丁

目
二
四
番
四
号 

 
 
 

（
一
九
三
・
四

〇
） 

［
三
四
～
一
〇
三 

同
上
］ 

一
〇四 

㈠ 

山
形
県
酒
田

市
本
町
三
丁
目

一
番
二
五
号 

（
五
六
・
〇
〇

） 

㈡ 

山
形
県
酒
田

市
大
字
宮
野
浦

字
飯
森
山
西
一

八
番
一
二
四
六

の
内 

（
四
四
・
〇
〇

） 

〇
・
〇
〇 

一
・
七
六 

五
〇 

山
形
県 

 

酒
田
市 

本
町
三
丁
目
、
船
場
町
二
丁
目

、
山
居
町
二
丁
目
、
入
船
町
、
宮
野
浦

一
丁
目
、
高
見
台
一
丁
目 

［
一
〇
五
～
一
六
四 

同
上
］ 

二 

［
同
上
］ 

一 

削
除 

            

［
二
～
五 

略
］ 

 

一 

㈠ 

石
川
県
金
沢

市
大
手
町
一
四

―
一 

（
六
七
・
〇
一

） 

㈡ 

石
川
県
金
沢

市
観
音
堂
ト
一 

（
七
三
・
三
三

） 

〇
・
三
六 

五
・
二
七 

五
〇 

石
川
県 

 

金
沢
市 

十
間
町
、
上
近
江
町
、
下
近
江

町
、
青
草
町
、
下
堤
町
、
下
松
原
町
、

武
蔵
町
、
玉
川
町
、
本
町
一
丁
目
、
本

町
二
丁
目
、
芳
済
町
二
丁
目
、
昭
和
町

、
日
吉
町
、
折
違
町
、
広
岡
町
、
広
岡

一
丁
目
、
中
橋
町
、
長
田
町
、
醒
ケ
井

町
、
長
田
町
一
丁
目
、
長
田
町
二
丁
目

、
駅
西
本
町
一
丁
目
、
二
口
町
、
若
宮

町
、
北
町
、
藤
江
南
一
丁
目
、
藤
江
町

、
藤
江
南
二
丁
目
、
藤
江
南
三
丁
目
、

松
村
一
丁
目
、
松
村
二
丁
目
、
松
村
五

丁
目
、
松
村
六
丁
目
、
観
音
堂
町 

［
二
～
五 

同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



十
八
頁 

 八 
平
成
十
八
年
総
務
省
告
示
第
六
百
八
十
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



十
九
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
一 
電
気
通
信
業
務
用
伝
搬
障
害
防
止
区
域 

一 

［
同
上
］ 

区
分 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
当
該
防
止

区
域
の
外
縁

と
の
交
点
の

位
置
（
中
心

線
上
、
上
の

欄
の
㈠
に
掲

げ
る
空
中
線

又
は
無
給
電

中
継
装
置
か

ら
の
平
面
距

離
（
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
）
で

示
す
。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
防
止
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

［
一
～
四
四 

略
］ 

四
五 

削
除 

           

［
四
六
・
四
七 

略
］ 

区
分 

当
該
伝
搬
障
害
防

止
区
域
に
係
る
無

線
局
の
空
中
線
又

は
無
給
電
中
継
装

置
の
設
置
場
所
及

び
海
抜
高
（
メ
ー

ト
ル
）
（
海
抜
高

は
括
弧
内
に
示
す

。
） 

当
該
伝
搬
障
害
防
止
区
域
の
範
囲 

電
波
伝
搬
路

の
地
上
投
影

面
の
中
心
線

と
当
該
防
止

区
域
の
外
縁

と
の
交
点
の

位
置
（
中
心

線
上
、
上
の

欄
の
㈠
に
掲

げ
る
空
中
線

又
は
無
給
電

中
継
装
置
か

ら
の
平
面
距

離
（
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
）
で

示
す
。
） 

上
の
欄

に
掲
げ

る
交
点

を
結
ぶ

線
分
の

両
側
そ

れ
ぞ
れ

の
幅
（

メ
ー
ト

ル
） 

当
該
防
止
区
域
に
係
る
地
域
の
名
称 

［
一
～
四
四 

同
上
］ 

四
五 

㈠ 

北
海
道
札
幌

市
北
区
篠
路
一

条
一
〇
丁
目
一

二
二
番
二
号 

（
六
一
・
〇
〇

） 

㈡ 

北
海
道
札
幌

市
北
区
篠
路
町

拓
北
三
〇
番
一

〇
号 

（
四
五
・
三
〇

） 

〇
・
〇
〇 

一
・
二
八 

五
〇 

北
海
道 

 

札
幌
市 

 
 

北
区 

篠
路
一
条
一
〇
丁
目
、
篠
路
町

上
篠
路
、
篠
路
町
拓
北 

［
四
六
・
四
七 

同
上
］ 



二
十
頁 

 

四
八 

削
除 

           

［
四
九
～
一
五
四 

略
］ 

一
五五 

削
除 

           

［
一
五
六
～
一
九
四 

略
］ 

一
九五 

削
除 

          

四
八 

㈠ 

北
海
道
石
狩

市
新
港
南
二
丁

目
七
二
二
番
三

号 （
六
二
・
三
〇

） 

㈡ 

北
海
道
札
幌

市
北
区
新
川
八

一
五
番
四
号 

（
四
五
・
〇
〇

） 

〇
・
〇
〇 

四
・
七
七 

五
〇 

北
海
道 

 

石
狩
市 

新
港
南
二
丁
目
、
花
畔
、
花
畔

四
条
一
丁
目
、
花
畔
三
条
一
丁
目
、
花

畔
二
条
一
丁
目
、
花
川
北
四
条
一
丁
目

、
花
川
北
四
条
二
丁
目
、
花
川
北
三
条

一
丁
目
、
花
川
北
三
条
二
丁
目
、
花
川

北
二
条
二
丁
目
、
花
川
北
一
条
二
丁
目

、
花
川
北
一
条
三
丁
目
、
花
川
南
一
条

三
丁
目
、
花
川
南
二
条
三
丁
目
、
花
川

南
二
条
四
丁
目
、
花
川
南
三
条
三
丁
目

、
花
川
南
三
条
四
丁
目
、
花
川
南
四
条

四
丁
目 

［
四
九
～
一
五
四 

同
上
］ 

一
五五 

㈠ 

栃
木
県
芳
賀

郡
市
貝
町
大
字

刈
生
田
字
小
後

山
九
七
九
―
五 

（
二
六
一
・
七

〇
） 

㈡ 

栃
木
県
芳
賀

郡
芳
賀
町
祖
母

井
字
上
野
原
二

四
三
四
―
一 

（
一
四
二
・
四

〇
） 

〇
・
二
五 

九
・
二
四  

五
〇 

栃
木
県 

 

芳
賀
郡 

 
 

茂
木
町 

千
本 

市
貝
町 

刈
生
田
、
田
野
辺
、
市
塙
、

上
根 

 
 

芳
賀
町 

祖
母
井 

［
一
五
六
～
一
九
四 

同
上
］ 

一
九五 

㈠ 

神
奈
川
県
秦 

野
市
大
字
蓑
毛

字
樽
付
一
一
一

四
―
二 

（
六
三
四
・
八

〇
） 

㈡ 

神
奈
川
県
厚

木
市
恩
名
一
八

〇
〇 

（
八
九
・
八
〇

） 

〇
・
三
〇 

九
・
七
四 

五
〇 

神
奈
川
県 

 

伊
勢
原
市 

大
山
、
子
易
、
日
向 

 
 

厚
木
市 

七
沢
、
小
野
、
森
の
里
若
宮
、

愛
名
、
毛
利
台
一
丁
目
、
温
水
西
二
丁

目
、
温
水
、
恩
名 



二
十
一
頁 

 

［
一
九
六
～
二
一
二 

略
］ 

二
一三 

削
除 

         

［
二
一
四
～
二
三
五 

略
］ 

二
三六 

削
除 

         

［
二
三
七
～
二
三
九 

略
］ 

二
四〇 

削
除 

          

［
二
四
一
～
三
二
三 

略
］ 

二 

放
送
業
務
用
伝
搬
障
害
防
止
区
域 

［
一
九
六
～
二
一
二 

同
上
］ 

二
一三 

㈠ 

千
葉
県
船
橋 

市
湊
町
二
―
六

―
三
三 

（
八
七
・
四
〇

） 

㈡ 

千
葉
県
習
志

野
市
谷
津
町
一

―
八 

（
五
四
・
四
〇

） 

〇
・
〇
〇 

三
・
七
〇 

五
〇 

千
葉
県 

 

船
橋
市 

湊
町
一
丁
目
、
湊
町
二
丁
目
、

宮
本
二
丁
目
、
宮
本
三
丁
目
、
宮
本
九

丁
目
、
浜
町
一
丁
目
、
若
松
一
丁
目 

 

習
志
野
市 

谷
津
二
丁
目
、
谷
津
三
丁
目

、
谷
津
四
丁
目
、
袖
ヶ
浦
一
丁
目
、
谷

津
町
一
丁
目 

［
二
一
四
～
二
三
五 

同
上
］ 

二
三六 

㈠ 

千
葉
県
八
千

代
市
大
和
田
新

田
七
七
五
―
二 

（
八
七
・
九
〇

） 

㈡ 

千
葉
県
八
千

代
市
上
高
野
一

九
五
二
―
三 

（
五
三
・
三
〇

） 

〇
・
五
四 

二
・
六
九 

五
〇 

千
葉
県 

 

八
千
代
市 

大
和
田
新
田
、
吉
橋
、
ゆ
り

の
き
台
三
丁
目
、
ゆ
り
の
き
台
五
丁
目

、
ゆ
り
の
き
台
六
丁
目
、
萱
田
、
村
上 

［
二
三
七
～
二
三
九 

同
上
］ 

二
四〇 

㈠ 

群
馬
県
富
岡

市
富
岡
字
上
町

一
四
五
七
―
二 

（
二
一
一
・
九

〇
） 

㈡ 

群
馬
県
多
野

郡
吉
井
町
大
字

馬
庭
三
四
五
―

一 （
一
三
八
・
九

〇
） 

〇
・
〇
〇 

八
・
七
三 

五
〇 

群
馬
県 

 

富
岡
市 

富
岡
、
曽
木
、
田
篠
、
星
田 

 

甘
楽
郡 

 
 

甘
楽
町 

福
島
、
庭
谷
、
造
石 

 

多
野
郡 

 
 

吉
井
町 

小
棚
、
片
山
、
本
郷
、
塩
川

、
吉
井 

九
・
五
一 

一
〇
・
三
四 

五
〇 

群
馬
県 

 

多
野
郡 

 
 

吉
井
町 

池
、
中
島
、
馬
庭 

［
二
四
一
～
三
二
三 

同
上
］ 

二 

［
同
上
］ 



二
十
二
頁 

 

［
一
～
九 

略
］ 

一
〇 

削
除 

              

［
一
一
～
一
五 

略
］ 

［
三
・
四 

略
］ 

［
一
～
九 

同
上
］ 

一
〇 

㈠ 

石
川
県
金
沢

市
大
手
町
一
四

―
一 

（
六
七
・
〇
九
） 

㈡ 

石
川
県
石
川

郡
野
々
市
町
本

町
六
―
一
九
―

一 

（
八
三
・
一
五
） 

〇
・
八
六 

六
・
三
四 

五
〇 

石
川
県 

 

金
沢
市 

香
林
坊
二
丁
目
、
長
町
一
丁
目

、
長
町
二
丁
目
、
片
町
二
丁
目
、
中
央

通
町
、
千
日
町
、
白
菊
町
、
中
村
町
、

増
泉
一
丁
目
、
増
泉
三
丁
目
、
野
町
五

丁
目
、
泉
本
町
三
丁
目
、
泉
本
町
五
丁

目
、
泉
本
町
六
丁
目
、
泉
本
町
七
丁
目

、
西
泉
三
丁
目
、
西
泉
四
丁
目
、
西
泉

五
丁
目
、
米
泉
二
丁
目
、
米
泉
三
丁
目

、
米
泉
四
丁
目
、
米
泉
五
丁
目 

 

石
川
郡 

 
 

野
々
市
町 

押
野
一
丁
目
、
押
野
二
丁

目
、
押
野
三
丁
目
、
押
野
四
丁
目
、

押
野
五
丁
目
、
押
越
一
丁
目
、
若
松

町
、
本
町
六
丁
目 

［
一
一
～
一
五 

同
上
］ 

［
三
・
四 

同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



二
十
三
頁 

 九 
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
百
六
十
一
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



二
十
四
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
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削
除

 

   

［
83

0～
8
80 

略
］
 

 

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
76
7～

8
27 

同
左

］
 

8
2
8 

(
1
) 
神

奈
川

県
川
崎
市
中

原
区
小
杉

町
３
－

2
4
7－

１
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
(6

6
.2

0 ）
 

(
2
) 
神

奈
川

県
川
崎
市
幸

区
南
加
瀬

砂
場
 

2
0
11

 
 

 
  

 
  
 
  

  
 
 
 

(4
1
.0

0 ）
 北

緯
3
5
度

3
4
分

3
2
秒

東
経

1
3
9
度

3
9
分

2
1
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

3
3
分

3
0
秒

東
経

13
9
度

3
9
分

3
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

8
2
9 

(
1
) 
神

奈
川

県
川
崎
市
中

原
区
小
杉

町
３
－

2
4
7－

１
 

 
 

  
 
  

 
 

 
（
6
3
.6
0 ）

 

(
2
) 
神

奈
川

県
川
崎
市
中

原
区
木
月

住
吉
町
 

1
7
96

－
１

 
  

 
  
 
 
 
 

 
（
2
9
.0
0 ）

 北
緯

3
5
度

3
4
分

3
2
秒

東
経

1
3
9
度

3
9
分

2
1
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

3
4
分

1
8
秒

東
経

13
9
度

3
9
分

2
5
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
83
0～

8
80 

同
左

］
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 

 



三
十
頁 

 十 
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
七
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
十
一
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
1
0 

略
］
 

1
1 

削
除

 

   

［
12

～
8
6 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
1
0 

同
左

］
 

1
1 

(
1
) 
岩

手
県

盛
岡
市
上
堂

四
丁
目

13
番
１
号
 

 
  
 
  

  
 

 
 
 

  
（
2
1
3.
80

）
 

(
2
) 
岩

手
県

盛
岡
市
加
賀

野
字
才
ノ

神
2
1番

 

 
 

 
 
 
  

  
 
 
 

  
（
2
7
2.
80

）
 北

緯
3
9
度

4
3
分

4
7
秒

東
経

1
4
1
度

0
7
分

2
0
秒

の
地

点
と

北
緯

3
9
度

4
2
分

2
0
秒

東
経

14
1
度

1
0
分

4
2
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
12

～
8
6 

同
左

］
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



三
十
二
頁 

 十
一 
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
四
百
二
十
五
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件 

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
十
三
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
2
7
1 

略
］
 

2
7
2 

削
除

 

   

［
27

3～
3
92 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
2
7
1 

同
左

］
 

2
7
2 

(
1
) 
長

野
県

長
野
市
大
字

鶴
賀
上
千

歳
町
 

1
1
12

番
地

１
 

 
 
  

 
 
 
（

44
3
.7

0 ）
 

(
2
) 
長

野
県

須
坂
市
字
流

3
43
番
地
１
 

（
36
3
.3

0 ）
 北

緯
3
6
度

3
8
分

5
4
秒

東
経

1
3
8
度

1
1
分

3
0
秒

の
地

点
と

北
緯

3
6
度

3
9
分

2
4
秒

東
経

13
8
度

1
5
分

3
4
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
27
3～

3
92 

同
左

］
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



三
十
四
頁 

 十
二 
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
六
百
三
十
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
十
五
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
1
2
6 

略
］
 

1
2
7 

削
除

 

   

［
12

8・
1
29 

略
］
 

1
3
0 

削
除

 

   

［
13

1～
1
44 

略
］
 

1
4
5 

削
除

 

   

［
14

6～
1
68 

略
］
 

1
6
9 

削
除

 

   

［
17

0～
3
05 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
1
2
6 

同
左

］
 

1
2
7 

(
1
) 
東

京
都

渋
谷
区
千
駄

ヶ
谷
５
－

2
4－

10 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 
  
（
2
4
1.
30

）
 

(
2
) 
東

京
都

渋
谷
区
円
山

町
2
3－

２
 （
67

.
40

）
 北

緯
3
5
度

4
1
分

0
4
秒

東
経

1
3
9
度

4
2
分

1
1
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

3
9
分

2
8
秒

東
経

13
9
度

4
1
分

3
8
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
12
8・

1
29 

同
左

］
 

1
3
0 

(
1
) 
東

京
都

墨
田
区
横
網

１
－
９
－

２
 

（
15
3
.4

0 ）
 

(
2
) 
東

京
都

墨
田
区
緑
４

－
2
0－

10 （
34

.
40

）
 北

緯
3
5
度

4
1
分

5
3
秒

東
経

1
3
9
度

4
7
分

4
5
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

4
1
分

4
3
秒

東
経

13
9
度

4
8
分

2
2
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
13
1～

1
44 

同
左

］
 

1
4
5 

(
1
) 
埼

玉
県

坂
戸
市
本
町

1
0－

８
 （

76
.
40

）
 

(
2
) 
埼

玉
県

日
高
市
大
字

中
鹿
山
字

前
山

43
0 

－
１

 
 

 
 

 
 
 

  
 
  
 （

12
8
.3

0）
 北

緯
3
5
度

5
7
分

3
8
秒

東
経

1
3
9
度

2
3
分

4
3
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

5
3
分

3
4
秒

東
経

13
9
度

2
0
分

5
7
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
14
6～

1
68 

同
左

］
 

1
6
9 

(
1
) 
群

馬
県

藤
岡
市
藤
岡

1
56

7－
15 

 
 

 
 
 
 

（
1
4
0.
30

）
 

(
2
) 
群

馬
県

高
崎
市
八
幡

原
町

42
8－

１
 

 
 

 
 
 
 

（
1
1
2.
50

）
 北

緯
3
6
度

1
4
分

3
8
秒

東
経

1
3
9
度

0
4
分

4
5
秒

の
地

点
と

北
緯

3
6
度

1
8
分

0
1
秒

東
経

13
9
度

0
5
分

1
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
17
0～

3
05 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



三
十
六
頁 

 十
三 
平
成
二
十
年
総
務
省
告
示
第
六
十
二
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
十
七
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
7
5 

略
］
 

7
6 

削
除

 

           

［
77

～
8
4 

略
］
 

8
5 

削
除

 

              

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
7
5 

同
左

］
 

7
6 

(
1
) 
北

海
道

北
斗
市
茂
辺

地
2
2番

（
2
09

.
30

）
 

(
2
) 
北

海
道

北
斗
市
中
野

通
2
2
9番

３
号
 

（
52

.
10

）
 北

緯
4
1
度

4
6
分

0
9
秒

東
経

1
4
0
度

3
4
分

5
2
秒

の
地

点
と

北
緯

4
1
度

4
6
分

5
0
秒

東
経

14
0
度

3
5
分

4
2
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

、
北

緯
4
1
度

4
7
分

1
1
秒

東
経

14
0
度

3
6
分

0
9
秒

の
地

点

と
北

緯
4
1
度

4
8
分

0
5
秒

東
経

1
4
0
度

3
7
分

1
5
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ

れ
5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北

緯
4
1
度

4
8
分

5
8
秒

東
経

14
0
度

3
8
分

2
1
秒

の
地

点

と
北

緯
4
1
度

4
9
分

4
5
秒

東
経

1
4
0
度

3
9
分

1
9
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ
れ

50
メ
ー
ト
ル

以
内
の
区

域
 

［
77

～
8
4 

同
左

］
 

8
5 

(
1
) 
北

海
道

釧
路
市
黒
金

町
９
丁
目

２
番
 

 
 

 
 
 
 

（
6
5
.8
0 ）

 

(
2
) 
北

海
道

釧
路
郡
釧
路

町
大
字
仙

鳳
趾
村
 

字
ポ

ン
ル

ー
ク

シ
ュ
ポ
ー

ル
 
 （

19
5
.3

0 ）
 北

緯
4
2
度

5
9
分

0
9
秒

東
経

1
4
4
度

2
2
分

5
5
秒

の
地

点
と

北
緯

4
2
度

5
9
分

0
3
秒

東
経

14
4
度

2
6
分

4
2
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

、
北

緯
4
2
度

5
9
分

0
0
秒

東
経

14
4
度

2
8
分

1
1
秒

の
地

点

と
北

緯
4
2
度

5
8
分

5
8
秒

東
経

1
4
4
度

2
9
分

2
7
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ

れ
5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

、
北

緯

4
2
度

5
8
分

5
7
秒

東
経

1
4
4
度

3
0
分

1
6
秒

の
地

点
と

北
緯

4
2
度

5
8
分

5
5
秒

東
経

1
4
4
度

3
1
分

2
3
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北
緯

4
2
度

5
8
分

5
2
秒

東
経

1
4
4
度

3
2
分

5
0
秒

の
地

点
と

北
緯

4
2
度

5
8
分

5
0
秒

東
経

1
4
4
度

3
3
分

5
7
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

50メ
ー
ト
ル
以

内
の
区
域
 



三
十
八
頁 

 

［
86

～
9
2 

略
］
 

9
3 

削
除

 

   

［
94

～
1
8
1 

略
］
 

 

［
86

～
9
2 

同
左

］
 

9
3 

(
1
) 
北

海
道

岩
見
沢
市
６

条
西
２
丁

目
 

 
 

 
 
 
 

（
7
5
.1
0 ）

 

(
2
) 
北

海
道

石
狩
郡
新
篠

津
村

15
50
番
１
号
 

 
 

 
 

  
  

 
  
 
 
 
 （

5
1.

90
）
 北

緯
4
3
度

1
2
分

0
3
秒

東
経

1
4
1
度

4
6
分

0
1
秒

の
地

点
と

北
緯

4
3
度

1
3
分

5
6
秒

東
経

14
1
度

4
0
分

0
5
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
94

～
1
8
1 

同
左

］
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



三
十
九
頁 

 十
四 
平
成
二
十
年
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
三
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件 

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



四
十
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
5
9 

略
］
 

6
0 

削
除

 

   

［
61

～
6
8 

略
］
 

6
9 

削
除

 

   

［
70

・
7
1 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
5
9 

同
左

］
 

6
0 

(
1
) 
新

潟
県

燕
市
吉
田
下

中
野

15
67
番
地
５
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
  

  
 （

5
6.

20
）
 

(
2
) 
新

潟
県

加
茂
市
大
字

加
茂
字
船

戸
2
9
06 

番
地

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 （

4
7
.6
0 ）

 北
緯

3
7
度

4
0
分

1
9
秒

東
経

1
3
8
度

5
3
分

2
1
秒

の
地

点
と

北
緯

3
7
度

4
0
分

1
9
秒

東
経

13
8
度

5
5
分

4
1
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
61

～
6
8 

同
左

］
 

6
9 

(
1
) 
長

野
県

大
町
市
大
字

平
字
エ
ビ

ス
マ

2
3
38

2番
ロ
 
 
 

 
 
  

 
  
 （

94
8
.4

0 ）
 

(
2
) 
長

野
県

北
安
曇
郡
白

馬
村
大
字

神
城

2
0
44

2番
地
 
 
 

 
 
 
 
  
 （

73
4
.8

0 ）
 北

緯
3
6
度

3
7
分

1
7
秒

東
経

1
3
7
度

5
0
分

3
2
秒

の
地

点
と

北
緯

3
6
度

3
9
分

1
9
秒

東
経

13
7
度

5
0
分

5
9
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
70

・
7
1 

同
左

］
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



四
十
一
頁 

 十
五 
平
成
二
十
年
総
務
省
告
示
第
三
百
九
十
七
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件 

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
十
二
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
2
8 

略
］
 

2
9 

削
除

 

   

［
30

～
9
5 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
2
8 

同
左

］
 

2
9 

(
1
) 
山

形
県

酒
田
市
本
町

３
－
１
－

2
5 

 
 

 
 
 
 

 
 
（

62
.
40

）
 

(
2
) 
山

形
県

東
田
川
郡
庄

内
町
余
目

字
上
朝
 

丸
69

－
１

 
 

 
 
 
 
 

 
 
（
4
2
.1
0 ）

 北
緯

3
8
度

5
4
分

5
5
秒

東
経

1
3
9
度

5
0
分

0
6
秒

の
地

点
と

北
緯

3
8
度

5
2
分

3
1
秒

東
経

13
9
度

5
2
分

3
2
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
30

～
9
5 

同
左

］
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



四
十
三
頁 

 十
六 
平
成
二
十
年
総
務
省
告
示
第
六
百
二
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
十
四
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
1
2 

略
］
 

1
3 

削
除

 

   

［
14

 
略

］
 

1
5 

削
除

 

   

［
16

～
4
3 

略
］
 

4
4 

削
除

 

   

［
45

～
4
9 

略
］
 

5
0 

削
除

 

   

［
51

 
略

］
 

5
2 

削
除

 

   

［
53

～
2
4
5 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
1
2 

同
左

］
 

1
3 

(
1
) 
北

海
道

石
狩
市
新
港

南
２
丁
目

7
22
番
地

３
  

 
  
 
  

 
  

 
 
 

 
 

（
6
2
.3
0 ）

 

(
2
) 
北

海
道

石
狩
郡
当
別

町
字
高
岡

9
32
番
地

 

1
4 

 
 

  
  
 
  
 
 
 
 
  

 （
5
4
.1
0）

 北
緯

4
3
度

1
1
分

0
6
秒

東
経

1
4
1
度

1
9
分

1
1
秒

の
地

点
と

北
緯

4
3
度

1
3
分

5
8
秒

東
経

14
1
度

2
4
分

3
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
14

 
同

左
］

 

1
5 

(
1
) 
北

海
道

石
狩
市
新
港

南
２
丁
目

7
22
番
地

３
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
（
5
6
.3
0 ）

 

(
2
) 
北

海
道

石
狩
市
花
川

南
４
条
４

丁
目

11
2

番
地

１
 

 
 

 
 
 
  

  
  

 
（
4
6
.0
0 ）

 北
緯

4
3
度

1
1
分

0
6
秒

東
経

1
4
1
度

1
9
分

1
1
秒

の
地

点
と

北
緯

4
3
度

0
9
分

3
9
秒

東
経

14
1
度

1
8
分

2
3
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
16

～
4
3 

同
左

］
 

4
4 

(
1
) 
北

海
道

河
東
郡
音
更

町
字
音
更

北
６
線
 

東
６

番
地

 
 

 
 
 
 

 
 
 （

13
8
.8

0 ）
 

(
2
) 
北

海
道

河
東
郡
音
更

町
字
上
然

別
基
線
 

７
番

地
４

 
 

 
 
 

 
 
 
 （

22
4
.3

0 ）
 北

緯
4
2
度

5
7
分

4
0
秒

東
経

1
4
3
度

1
2
分

1
9
秒

の
地

点
と

北
緯

4
3
度

0
3
分

5
6
秒

東
経

14
3
度

0
4
分

2
7
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
45

～
4
9 

同
左

］
 

5
0 

(
1
) 

北
海

道
函

館
市
大
川

町
１
番

18
号
 

 
 

 
 
（

83
.
60

）
 

(
2
) 
北

海
道

函
館
市
桔
梗

３
丁
目

34
0番

18
号

 

 
 

 
 

  
  
 
 

  
  

 
（
7
9.

0
0）

 北
緯

4
1
度

4
7
分

4
4
秒

東
経

1
4
0
度

4
4
分

2
0
秒

の
地

点
と

北
緯

4
1
度

5
0
分

1
3
秒

東
経

14
0
度

4
3
分

3
9
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
51

 
同

左
］

 

5
2 

(
1
) 
北

海
道

亀
田
郡
七
飯

町
字
本
町

6
62
番
地

 

１
 

 
  
 
  

  
 
  
  

 
 
 

（
13
2
.0

0）
 

(
2
) 
北

海
道

北
斗
市
向
野

9
5番

２
（

1
00

.
50

）
 北

緯
4
1
度

5
3
分

4
5
秒

東
経

1
4
0
度

4
1
分

3
9
秒

の
地

点
と

北
緯

4
1
度

5
3
分

2
2
秒

東
経

14
0
度

3
7
分

5
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
53

～
2
4
5 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



四
十
五
頁 

 十
七 
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
三
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
十
六
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
1
7 

略
］
 

1
8 

削
除

 

   

［
19

～
4
1 

略
］
 

4
2 

削
除

 

   

［
43

～
9
4 

略
］
 

9
5 

削
除

 

   

［
96

～
1
0
3 

略
］
 

1
0
4 

削
除

 

   

1
0
5 

削
除

 

       

［
10

6～
1
30 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
1
7 

同
左

］
 

1
8 

(
1
) 
北

海
道

札
幌
市
北
区

篠
路
１
条

1
0丁

目

1
2
2番

２
号

 
 
 

  
 

 
 
 
 （

5
5
.1
0 ）

 

(
2
) 
北

海
道

石
狩
市
生
振

5
82
番
地
２
 

 
 

 
 
 
 

（
4
1
.7
0 ）

 北
緯

4
3
度

0
8
分

1
4
秒

東
経

1
4
1
度

2
2
分

1
7
秒

の
地

点
と

北
緯

4
3
度

0
9
分

1
7
秒

東
経

14
1
度

2
2
分

3
5
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
19

～
4
1 

同
左

］
 

4
2 

(
1
) 
岩

手
県

九
戸
郡
九
戸

村
大
字
江

刺
家
第
 

９
地

割
字

獄
81
－
1
0 

 
 
 
（

87
6
.5

0 ）
 

(
2
) 
岩

手
県

九
戸
郡
九
戸

村
大
字
雪

屋
第
２
 

地
割

字
大

長
根

山
3
6－

２
 
 
（

32
2
.7

0 ）
 北

緯
4
0
度

1
6
分

0
6
秒

東
経

1
4
1
度

2
2
分

3
3
秒

の
地

点
と

北
緯

4
0
度

1
4
分

4
3
秒

東
経

14
1
度

2
6
分

5
7
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
43

～
9
4 

同
左

］
 

9
5 

(
1
) 
岩

手
県

盛
岡
市
上
堂

４
－

13－
１
 

 
 

 
 
 
 

（
2
1
3.
80

）
 

(
2
) 
岩

手
県

盛
岡
市
猪
去

橋
場

69－
５
 

 
 

 
 
 
 

（
1
8
1.
50

）
 北

緯
3
9
度

4
3
分

4
7
秒

東
経

1
4
1
度

0
7
分

2
0
秒

の
地

点
と

北
緯

3
9
度

4
1
分

1
1
秒

東
経

14
1
度

0
4
分

4
3
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
96

～
1
0
3 

同
左

］
 

1
0
4 

(
1
) 
栃

木
県

芳
賀
郡
市
貝

町
大
字
刈

生
田
字
 

小
後

山
9
7
9－

５
 

 
 
 

  
 （

27
0
.2

0 ）
 

(
2
) 
栃

木
県

芳
賀
郡
茂
木

町
大
字
林

字
春
草

9
2
1－

１
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 （
18

1
.2

0 ）
 北

緯
3
6
度

3
5
分

1
2
秒

東
経

1
4
0
度

0
8
分

4
5
秒

の
地

点
と

北
緯

3
6
度

3
1
分

2
6
秒

東
経

14
0
度

1
2
分

1
1
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

1
0
5 

(
1
) 
茨

城
県

常
総
市
水
海

道
橋
本
町

3
30

0 

 
 

 
 
 
 

（
5
2
.5
0 ）

 

(
2
) 
茨

城
県

取
手
市
市
之

代
字
南
割

4
34
－
１

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

  
 
  
（
5
9.

4
0）

 北
緯

3
5
度

5
9
分

4
6
秒

東
経

1
4
0
度

0
0
分

1
1
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

5
9
分

2
5
秒

東
経

14
0
度

0
0
分

1
9
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北
緯

3
5
度

5
9
分

1
1
秒

東
経

1
4
0
度

0
0
分

2
4
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

5
7
分

0
4
秒

東
経

14
0
度

0
1
分

0
9
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
10
6～

1
30 

同
左

］
 

 



四
十
七
頁 

 

［
２

・
３

 
略

］
 

［
２

・
３

 
同

左
］

 
備
考 
表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



四
十
八
頁 

 十
八 
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
四
百
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
十
九
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
1
7 

略
］
 

1
8 

削
除

 

       

［
19

～
4
3 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
1
7 

同
左

］
 

1
8 

(
1
) 
宮

城
県

白
石
市
沢
端

町
２
－

30 （
96

.
10

）
 

(
2
) 
宮

城
県

白
石
市
越
河

五
賀
字
西

山
1
5 

 
 

 
 
（

60
4
.4

0 ）
 北

緯
3
8
度

0
0
分

1
9
秒

東
経

1
4
0
度

3
7
分

1
3
秒

の
地

点
と

北
緯

3
7
度

5
6
分

1
0
秒

東
経

14
0
度

3
5
分

1
3
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北
緯

3
7
度

5
6
分

0
3
秒

東
経

1
4
0
度

3
5
分

0
9
秒

の
地

点
と

北
緯

3
7
度

5
5
分

4
9
秒

東
経

14
0
度

3
5
分

0
3
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
19

～
4
3 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



五
十
頁 

 十
九 
平
成
二
十
一
年
総
務
省
告
示
第
四
百
九
十
九
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



五
十
一
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
4
2 

略
］
 

4
3 

削
除

 

   

［
44

～
7
0 

略
］
 

7
1 

削
除

 

   

［
72

～
9
8 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
4
2 

同
左

］
 

4
3 

(
1
) 
岩

手
県

盛
岡
市
上
堂

４
－

13－
１
 

 
 

 
 
 

  
 

（
2
06

.
10

）
 

(
2
) 
岩

手
県

盛
岡
市
下
飯

岡
５
地
割

2
42
－
１

 

（
16

6
.2

0）
 北

緯
3
9
度

4
3
分

4
7
秒

東
経

1
4
1
度

0
7
分

2
0
秒

の
地

点
と

北
緯

3
9
度

4
0
分

2
6
秒

東
経

14
1
度

0
7
分

1
6
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
44

～
7
0 

同
左

］
 

7
1 

(
1
) 
東

京
都

青
梅
市
勝
沼

３
－

95（
2
45

.
30

）
 

(
2
) 
東

京
都

青
梅
市
今
井

２
－

12
03
－
１
 

 
 

 
 
 
（

2
13

.
20 ）

 北
緯

3
5
度

4
7
分

2
0
秒

東
経

1
3
9
度

1
5
分

5
9
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

4
8
分

1
0
秒

東
経

13
9
度

1
8
分

4
4
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
72

～
9
8 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



五
十
二
頁 

 二
十 
平
成
二
十
二
年
総
務
省
告
示
第
五
十
七
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



五
十
三
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

［
１

・
２

 
略

］
 

［
１

・
２

 
同

左
］

 

３
 

人
命

・
財

産
の
保
護

用
伝
搬
障

害
防
止

区
域
 

３
 

［
同

左
］

 

［
１

～
6
 

略
］

 

7
 

削
除

 

   

［
8～

16
 

略
］

 
 

［
１

～
6
 

同
左

］
 

7
 

(
1
) 
東

京
都

港
区
芝
公
園

１
－
５
－

2
5 

 
 

 
 
（

61
.
70

）
 

(
2
) 
東

京
都

港
区
海
岸
１

－
５
－

20 

（
13
3
.8

0 ）
 北

緯
3
5
度

3
9
分

3
0
秒

東
経

1
3
9
度

4
5
分

0
6
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

3
9
分

1
3
秒

東
経

13
9
度

4
5
分

3
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
8～

16
 

同
左

］
 

 

［
４

 
略

］
 

［
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



五
十
四
頁 

 二
十
一 

平
成
二
十
二
年
総
務
省
告
示
第
二
百
一
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件 

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



五
十
五
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

 
略

］
 

２
 

削
除

 

   

［
３

～
1
8 

略
］
 

1
9 

削
除

 

   

［
20

～
7
0 

略
］
 

7
1 

削
除

 

   

［
72

～
9
1 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

 
同

左
］

 

２
 

(
1
) 
北

海
道

旭
川
市
２
条

通
1
0丁

目
2
39
番
地

 

（
17

4
.0

0）
 

(
2
) 
北

海
道

上
川
郡
東
神

楽
町
字
東

神
楽

98 

番
１

号
 

 
 

 
 
 

 
 
 
（

18
4
.0

0 ）
 北

緯
4
3
度

4
5
分

5
8
秒

東
経

1
4
2
度

2
1
分

4
9
秒

の
地

点
と

北
緯

4
3
度

4
4
分

4
1
秒

東
経

14
2
度

2
3
分

2
9
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
３

～
1
8 

同
左

］
 

1
9 

(
1
) 
福

島
県

耶
麻
郡
西
会

津
町
新
郷

大
字
冨
 

士
字

沼
頭

41
2－

27
 
 
 
 
  

 （
54

2
.6

0 ）
 

(
2
) 
新

潟
県

東
蒲
原
郡
阿

賀
町
八
ツ

田
字
鳥
 

井
峠

1
54
0 

 
 
 
 

  
 

 （
31
8
.7

0 ）
 北

緯
3
7
度

3
9
分

3
9
秒

東
経

1
3
9
度

4
2
分

0
6
秒

の
地

点
と

北
緯

3
7
度

3
9
分

3
3
秒

東
経

13
9
度

3
4
分

4
5
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
20

～
7
0 

同
左

］
 

7
1 

(
1
) 
長

野
県

大
町
市
八
坂

字
山
麻
苧

欠
ノ
上

9
9
2－

イ
－

２
 

 
 
 
 
 
  
 （

85
8
.2

0 ）
 

(
2
) 
長

野
県

長
野
市
信
州

新
町
信
級

字
船
清
 

水
48
3
2－

１
 

 
 

  
  

 
  
（
1
12

0
.6

0 ）
 北

緯
3
6
度

2
9
分

2
7
秒

東
経

1
3
7
度

5
4
分

2
5
秒

の
地

点
と

北
緯

3
6
度

3
2
分

1
4
秒

東
経

13
7
度

5
5
分

4
1
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
72

～
9
1 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



五
十
六
頁 

 二
十
二 

平
成
二
十
二
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
四
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



五
十
七
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
３

 
略

］
 

４
 

削
除

 

   

５
 

削
除

 

   

［
６

～
1
2 

略
］
 

1
3 

削
除

 

   

1
4 

削
除

 

           

［
15

～
9
3 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
３

 
同

左
］

 

４
 

(
1
) 
岩

手
県

九
戸
郡
九
戸

村
大
字
江

刺
家
第
 

９
地

割
字

嶽
81
－
1
0 

 
 
 
 （

87
6
.6

0 ）
 

(
2
) 
岩

手
県

九
戸
郡
軽
米

町
大
字
小

軽
米
第
 

1
9地

割
字

玉
川

7
4－

34 
 
 
 （

32
4
.3

0 ）
 北

緯
4
0
度

1
6
分

0
8
秒

東
経

1
4
1
度

2
2
分

3
2
秒

の
地

点
と

北
緯

4
0
度

1
6
分

3
3
秒

東
経

14
1
度

3
3
分

2
7
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

５
 

(
1
) 
岩

手
県

九
戸
郡
九
戸

村
大
字
江

刺
家
第
 

９
地

割
字

嶽
81
－
1
0
  

 
  

 （
88
2
.2

0 ）
 

(
2
) 
岩

手
県

二
戸
市
浄
法

寺
町
八
方

口
3
1－

 

１
  
 
  
 
  

  
 
  
 
  
  
 
  

 （
32
1
.0

0 ）
 北

緯
4
0
度

1
6
分

0
7
秒

東
経

1
4
1
度

2
2
分

2
3
秒

の
地

点
と

北
緯

4
0
度

1
3
分

5
3
秒

東
経

14
1
度

0
9
分

2
8
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
６

～
1
2 

同
左

］
 

1
3 

(
1
) 
青

森
県

三
戸
郡
田
子

町
大
字
田

子
字
新
 

井
田

平
1
0
4－

１
 

 
 
 

  
 （

27
6
.9

0 ）
 

(
2
) 
青

森
県

三
戸
郡
田
子

町
大
字
田

子
字
川
 

代
ノ

上
ミ

66－
３
 
 
 

 
 
 （

56
4
.2

0 ）
 北

緯
4
0
度

1
9
分

4
6
秒

東
経

1
4
1
度

1
0
分

1
7
秒

の
地

点
と

北
緯

4
0
度

2
1
分

4
2
秒

東
経

14
1
度

0
3
分

3
4
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

1
4 

(
1
) 
青

森
県

三
戸
郡
田
子

町
大
字
田

子
字
新
 

井
田

平
1
0
4－

１
 

 
 
 

  
 （

27
6
.8

0 ）
 

(
2
) 
岩

手
県

二
戸
市
上
斗

米
字
下
坂

1
10
－

7
8 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  
  
 
 （

35
7.

9
0）

 北
緯

4
0
度

1
9
分

2
3
秒

東
経

1
4
1
度

1
0
分

1
0
秒

の
地

点
と

北
緯

4
0
度

1
8
分

5
9
秒

東
経

14
1
度

1
0
分

0
4
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

、
北

緯
4
0
度

1
8
分

5
1
秒

東
経

14
1
度

1
0
分

0
2
秒

の
地

点

と
北

緯
4
0
度

1
8
分

3
3
秒

東
経

1
4
1
度

0
9
分

5
7
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ

れ
5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北

緯
4
0
度

1
8
分

0
2
秒

東
経

14
1
度

0
9
分

4
8
秒

の
地

点

と
北

緯
4
0
度

1
6
分

5
5
秒

東
経

1
4
1
度

0
9
分

2
9
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ
れ

50
メ
ー
ト
ル

以
内
の
区

域
 

［
15

～
9
3 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



五
十
八
頁 

 二
十
三 

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



五
十
九
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
5
3 

略
］
 

5
4 

削
除

 

   

［
55

～
8
3 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
5
3 

同
左

］
 

5
4 

(
1
) 
茨

城
県

龍
ケ
崎
市

42
0
0－

３
 （

65
.
70

）
 

(
2
) 
茨

城
県

北
相
馬
郡
利

根
町
押
戸

字
城
台

1
6
50

－
１

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 （

5
4
.8
0 ）

 北
緯

3
5
度

5
4
分

2
2
秒

東
経

1
4
0
度

1
1
分

1
3
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

5
2
分

5
2
秒

東
経

14
0
度

0
9
分

5
7
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
55

～
8
3 

同
左

］
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



六
十
頁 

 二
十
四 

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
九
十
三
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件 

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



六
十
一
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
８

 
略

］
 

９
 

削
除

 

   

［
10

～
1
5 

略
］
 

1
6 

削
除

 

   

［
17

～
4
6 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
８

 
同

左
］

 

９
 

(
1
) 
北

海
道

北
見
市
中
央

町
２
番
２

号
 

 
 

（
1
4
8.
40

）
 

(
2
) 
北

海
道

北
見
市
常
川

5
9番

２
号
 

（
13

4
.1

0 ）
 北

緯
4
3
度

4
8
分

3
5
秒

東
経

1
4
3
度

5
3
分

2
1
秒

の
地

点
と

北
緯

4
3
度

4
6
分

2
0
秒

東
経

14
3
度

5
1
分

1
7
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
10

～
1
5 

同
左
］

 

1
6 

(
1
) 
千

葉
県

印
西
市
内
野

１
－

14
 （

81
.
10

）
 

(
2
) 
千

葉
県

我
孫
子
市
布

佐
字
原
地

丑
高
入

1
8
73

－
１

 
 

 
 
 

  
 
  
 
 （

6
5
.3
0 ）

 北
緯

3
5
度

4
7
分

3
9
秒

東
経

1
4
0
度

0
7
分

3
6
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

5
1
分

3
5
秒

東
経

14
0
度

0
6
分

4
8
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
17

～
4
6 

同
左

］
 

 

［
２

 
略

］
 

［
２

 
同

左
］

 

３
 

人
命

・
財

産
の
保
護

用
伝
搬
障

害
防
止

区
域
 

３
 

［
同

左
］

 

［
１

～
1
0 

略
］
 

1
1 

(
1
) 
広

島
県
広

島
市
中
区

基
町

10－
5
2 

（
64
.
00

）
 

(
2
) 
広

島
県
呉

市
広
町
字

馬
離
場

12
3
7－

27 

（
88

0
.0

0 ）
 北

緯
3
4
度

2
3
分

4
4
秒

東
経

13
2
度

2
7
分

3
2
秒

の

地
点

と
北

緯
3
4
度

21
分

0
6
秒

東
経

13
2
度

3
1
分

4
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ

れ
5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

 
 

［
１

～
1
0 

同
左

］
 

1
1 

(
1
) 
広

島
県

広
島
市
中
区

基
町

10－
5
2 

 
 

 
 
 
 

（
6
4
.0
0 ）

 

(
2
) 
広

島
県

呉
市
広
町
字

馬
離
場

12
3
7－

27 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
  
  

（
8
8
0.
00

）
 北

緯
3
4
度

2
3
分

4
4
秒

東
経

1
3
2
度

2
7
分

3
2
秒

の
地

点
と

北
緯

3
4
度

2
1
分

0
6
秒

東
経

13
2
度

3
1
分

4
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

1
2 

(
1
) 
沖

縄
県

那
覇
市
旭
町

1
16
－
3
7（

48
.
50

）
 

(
2
) 
沖

縄
県

浦
添
市
前
田

字
真
和
志

堂
原
 

1
2
23

－
４

 
 

 
 
 
 

 
  

 （
15

2
.0

0 ）
 北

緯
2
6
度

1
2
分

3
7
秒

東
経

1
2
7
度

4
0
分

3
8
秒

の
地

点
と

北
緯

2
6
度

1
3
分

4
5
秒

東
経

12
7
度

4
2
分

5
4
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北
緯

2
6
度

1
3
分

5
2
秒

東
経

1
2
7
度

4
3
分

0
7
秒

の
地

点
と

北
緯

2
6
度

1
4
分

0
6
秒

東
経

12
7
度

4
3
分

3
5
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

 

［
４

 
略

］
 

［
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



六
十
二
頁 

 二
十
五 

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
三
百
九
十
一
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



六
十
三
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
2
8 

略
］
 

2
9 

削
除

 

   

［
30

・
3
1 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
2
8 

同
左

］
 

2
9 

(
1
) 
群

馬
県

伊
勢
崎
市
中

央
町

20－
2
4 

 
 

 
 
 
（

1
10

.
50 ）

 

(
2
) 
群

馬
県

伊
勢
崎
市
長

沼
町

17
44
－
１
 

（
66

.
80

）
 北

緯
3
6
度

1
9
分

0
7
秒

東
経

1
3
9
度

1
1
分

5
3
秒

の
地

点
と

北
緯

3
6
度

1
8
分

1
8
秒

東
経

13
9
度

1
2
分

1
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
30

・
3
1 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



六
十
四
頁 

 二
十
六 

平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
五
百
四
十
三
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



六
十
五
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
2
2 

略
］
 

2
3 

(
1
) 
熊

本
県
八

代
郡
氷
川

町
島
地
字

９
番
割

9
0
6 

 
 
 
 
 

 
  

  
 
  
 
（
4
5
.1

0 ）
 

(
2
) 
熊

本
県
宇

城
市
小
川

町
中
小
野

9
17
－
１

 

（
51
.
10
）

 北
緯

3
2
度

3
5
分

2
7
秒

東
経

13
0
度

4
1
分

1
4
秒

の

地
点

と
北

緯
3
2
度

35
分

3
8
秒

東
経

13
0
度

4
1
分

2
7
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ

れ
5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北
緯

3
2
度

3
5
分

56
秒

東
経

13
0
度

4
1

分
4
7
秒

の
地

点
と

北
緯

3
2
度

3
6
分

2
9
秒

東
経

1
3
0
度

4
2
分

2
5
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ

れ
5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

 
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
2
2 

同
左

］
 

2
3 

(
1
) 
熊

本
県

八
代
郡
氷
川

町
島
地
字

９
番
割

9
0
6 

 
 

 
 
 

 
  

  
 
  

 
（
4
5
.1
0 ）

 

(
2
) 
熊

本
県

宇
城
市
小
川

町
中
小
野

9
17
－
１

 

（
51

.
10
）

 北
緯

3
2
度

3
5
分

2
7
秒

東
経

1
3
0
度

4
1
分

1
4
秒

の
地

点
と

北
緯

3
2
度

3
5
分

3
8
秒

東
経

13
0
度

4
1
分

2
7
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北
緯

3
2
度

3
5
分

5
6
秒

東
経

1
3
0
度

4
1
分

4
7
秒

の
地

点
と

北
緯

3
2
度

3
6
分

2
9
秒

東
経

13
0
度

4
2
分

2
5
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

2
4 

(
1
) 
鹿

児
島

県
枕
崎
市
汐

見
町

26
5（

53
.
60

）
 

(
2
) 
鹿

児
島

県
枕
崎
市
火

之
神
岬
町

6
42
 

（
15
6
.9

0 ）
 北

緯
3
1
度

1
6
分

1
1
秒

東
経

1
3
0
度

1
7
分

3
3
秒

の
地

点
と

北
緯

3
1
度

1
5
分

5
7
秒

東
経

13
0
度

1
7
分

1
1
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北
緯

3
1
度

1
5
分

4
8
秒

東
経

1
3
0
度

1
6
分

5
6
秒

の
地

点
と

北
緯

3
1
度

1
5
分

1
9
秒

東
経

13
0
度

1
6
分

0
9
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



六
十
六
頁 

 二
十
七 

平
成
二
十
四
年
総
務
省
告
示
第
二
百
二
十
七
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



六
十
七
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
1
1 

略
］
 

1
2 

削
除

 

   

［
13

～
3
1 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
1
1 

同
左

］
 

1
2 

(
1
) 
千

葉
県

柏
市
豊
四
季

2
37
－
１
（

97
.
70

）
 

(
2
) 
千

葉
県

柏
市
増
尾
字

四
斗
蒔

14
0－

４
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
  

  
（
6
5
.9
0 ）

 北
緯

3
5
度

5
2
分

0
1
秒

東
経

1
3
9
度

5
6
分

4
6
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

4
9
分

5
8
秒

東
経

13
9
度

5
9
分

1
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
13

～
3
1 

同
左

］
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



六
十
八
頁 

 二
十
八 

平
成
二
十
四
年
総
務
省
告
示
第
三
百
八
十
三
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



六
十
九
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
1
5 

略
］
 

1
6 

削
除

 

           

［
17

～
8
4 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
1
5 

同
左

］
 

1
6 

(
1
) 
栃

木
県

宇
都
宮
市
平

出
工
業
団

地
4
8－

 

７
 

 
 

 
 

 
 
 
  

  
 
 
（

21
4
.6

0 ）
 

(
2
) 
栃

木
県

塩
谷
郡
高
根

沢
町
大
字

平
田
字
 

大
塚

1
57
9－

２
 
 

  
  
 
 
（

17
8
.4

0 ）
 北

緯
3
6
度

3
3
分

4
0
秒

東
経

1
3
9
度

5
5
分

3
5
秒

の
地

点
と

北
緯

3
6
度

3
6
分

1
6
秒

東
経

13
9
度

5
8
分

4
5
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

、
北

緯
3
6
度

3
6
分

3
9
秒

東
経

13
9
度

5
9
分

1
4
秒

の
地

点

と
北

緯
3
6
度

3
6
分

4
6
秒

東
経

1
3
9
度

5
9
分

2
2
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ

れ
5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北

緯
3
6
度

3
7
分

0
8
秒

東
経

13
9
度

5
9
分

4
8
秒

の
地

点

と
北

緯
3
6
度

3
8
分

4
2
秒

東
経

1
4
0
度

0
1
分

4
4
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ
れ

50
メ
ー
ト
ル

以
内
の
区

域
 

［
17

～
8
4 

同
左

］
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



七
十
頁 

 二
十
九 

平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
三
百
三
十
五
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



七
十
一
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

１
 

削
除

 

   

２
 

削
除

 

   

［
３

・
４

 
略

］
 

５
 

削
除

 

           

［
６

～
2
5 

略
］
 

2
6 

削
除

 

        

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

１
 

(
1
) 
北

海
道

札
幌
市
豊
平

区
月
寒
中

央
通

11 

丁
目

２
番

20号
 
 

  
  
 
 
（

11
1
.5

0 ）
 

(
2
) 
北

海
道

札
幌
市
中
央

区
北
１
条

西
４
丁
 

目
 

 
 

 
 

 
 
 
  

  
 

 （
14

1
.9

0 ）
 北

緯
4
3
度

0
1
分

2
6
秒

東
経

1
4
1
度

2
4
分

0
1
秒

の
地

点
と

北
緯

4
3
度

0
3
分

4
1
秒

東
経

14
1
度

2
1
分

0
3
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

２
 

(
1
) 
岩

手
県

九
戸
郡
九
戸

村
大
字
江

刺
家
第
 

９
地

割
字

嶽
81
－
1
0 

  
 
 
（

87
6
.4

0 ）
 

(
2
) 
岩

手
県

九
戸
郡
軽
米

町
大
字
山

内
第

10 

地
割

字
竹

谷
袋

1
02
 
 
  
 
 
（

22
7
.4

0 ）
 北

緯
4
0
度

1
6
分

2
2
秒

東
経

1
4
1
度

2
2
分

3
9
秒

の
地

点
と

北
緯

4
0
度

1
9
分

0
6
秒

東
経

14
1
度

2
4
分

4
1
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
３

・
４

 
同

左
］

 

５
 

(
1
) 
岩

手
県

岩
手
郡
滝
沢

村
滝
沢
字

大
崎

94 

－
10
2 

 
 
 

  
  

 
  

 （
28
7
.4

0 ）
 

(
2
) 
岩

手
県

盛
岡
市
玉
山

区
馬
場
字

赤
坂
９
 

－
１

 
 

 
 

 
  

 
   

 
 
 （

34
0
.4

0 ）
 北

緯
3
9
度

4
8
分

1
3
秒

東
経

1
4
1
度

0
8
分

2
7
秒

の
地

点
と

北
緯

3
9
度

5
0
分

2
1
秒

東
経

14
1
度

1
0
分

4
3
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

、
北

緯
3
9
度

5
0
分

2
3
秒

東
経

14
1
度

1
0
分

4
5
秒

の
地

点

と
北

緯
3
9
度

5
0
分

5
4
秒

東
経

1
4
1
度

1
1
分

1
8
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ

れ
5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北

緯
3
9
度

5
0
分

5
5
秒

東
経

14
1
度

1
1
分

2
0
秒

の
地

点

と
北

緯
3
9
度

5
1
分

4
4
秒

東
経

1
4
1
度

1
2
分

1
2
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ
れ

50
メ
ー
ト
ル

以
内
の
区

域
 

［
６

～
2
5 

同
左

］
 

2
6 

(
1
) 
福

岡
県

三
井
郡
大
刀

洗
町
大
字

本
郷
字
 

西
三

十
六

20
74
－
２
 

  
 
 

 （
5
6
.0
0 ）

 

(
2
) 
福

岡
県

久
留
米
市
草

野
町
草
野

字
後
田

5
4
3 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 （

8
6
.0
0 ）

 北
緯

3
3
度

2
1
分

5
4
秒

東
経

1
3
0
度

3
7
分

4
0
秒

の
地

点
と

北
緯

3
3
度

2
1
分

3
6
秒

東
経

13
0
度

3
7
分

4
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

、
北

緯
3
3
度

2
1
分

2
2
秒

東
経

13
0
度

3
7
分

4
1
秒

の
地

点

と
北

緯
3
3
度

2
1
分

1
3
秒

東
経

1
3
0
度

3
7
分

4
1
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ

れ
5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

、
北

緯

3
3
度

2
0
分

5
7
秒

東
経

1
3
0
度

3
7
分

4
2
秒

の
地

点
と



七
十
二
頁 

 

       

［
27

～
4
5 

略
］
 

 

北
緯

3
3
度

2
0
分

4
7
秒

東
経

1
3
0
度

3
7
分

4
3
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北
緯

3
3
度

1
9
分

0
8
秒

東
経

1
3
0
度

3
7
分

4
7
秒

の
地

点
と

北
緯

3
3
度

1
8
分

5
7
秒

東
経

1
3
0
度

3
7
分

4
8
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

50メ
ー
ト
ル
以

内
の
区
域
 

［
27

～
4
5 

同
左

］
 

 

［
２

～
４

 
略

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



七
十
三
頁 

 三
十 
平
成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
六
十
三
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



七
十
四
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
5
0 

略
］
 

5
1 

削
除

 

   

［
52

・
5
3 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
5
0 

同
左

］
 

5
1 

(
1
) 
新

潟
県

長
岡
市
下
々

条
２
－

15
－
1
6 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
（

9
5.

7
0 ）

 

(
2
) 
新

潟
県

長
岡
市
深
沢

町
字
岩
野

原
4
8
61 

－
１

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 （

8
4
.4
0 ）

 北
緯

3
7
度

2
9
分

0
5
秒

東
経

1
3
8
度

5
1
分

4
4
秒

の
地

点
と

北
緯

3
7
度

2
4
分

4
7
秒

東
経

13
8
度

4
6
分

3
6
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
52

・
5
3 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



七
十
五
頁 

 三
十
一 

平
成
二
十
六
年
総
務
省
告
示
第
百
六
十
二
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



七
十
六
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
3
0 

略
］
 

3
1 

削
除

 

           

3
2 

削
除

 

       

［
33

～
7
3 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
3
0 

同
左

］
 

3
1 

(
1
) 
千

葉
県

八
千
代
市
大

和
田
新
田

7
75
－
 

２
  
 
  
 
  

  
 
  
 
  
  
 
  

 
 （

8
1
.4
0 ）

 

(
2
) 
千

葉
県

船
橋
市
習
志

野
台
１
－

9
17
 

 
 

 
 
 
 

（
4
7
.3
0 ）

 北
緯

3
5
度

4
4
分

0
8
秒

東
経

1
4
0
度

0
5
分

0
6
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

4
4
分

0
0
秒

東
経

14
0
度

0
4
分

2
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

、
北

緯
3
5
度

4
4
分

0
0
秒

東
経

14
0
度

0
4
分

1
8
秒

の
地

点

と
北

緯
3
5
度

4
3
分

5
8
秒

東
経

1
4
0
度

0
4
分

1
1
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ

れ
5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北

緯
3
5
度

4
3
分

5
4
秒

東
経

14
0
度

0
3
分

4
7
秒

の
地

点

と
北

緯
3
5
度

4
3
分

5
3
秒

東
経

1
4
0
度

0
3
分

3
8
秒

の

地
点

を
結

ぶ
直

線
を

中
心

線
と

し
て

、
そ

の
両

側
そ

れ
ぞ
れ

50
メ
ー
ト
ル

以
内
の
区

域
 

3
2 

(
1
) 
千

葉
県

成
田
市
赤
坂

３
－
２
（

1
05

.
00

）
 

(
2
) 
千

葉
県

八
街
市
八
街

ほ
3
3
4－

２
 

 
 

 
 
 
 

（
7
8
.7
0 ）

 北
緯

3
5
度

4
6
分

4
1
秒

東
経

1
4
0
度

1
7
分

1
8
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

4
2
分

0
7
秒

東
経

14
0
度

1
8
分

2
1
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北
緯

3
5
度

4
2
分

0
3
秒

東
経

1
4
0
度

1
8
分

2
2
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

4
1
分

4
3
秒

東
経

14
0
度

1
8
分

2
6
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
33

～
7
3 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



七
十
七
頁 

 三
十
二 

平
成
二
十
六
年
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る

件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



七
十
八
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
2
2 

略
］
 

2
3 

削
除

 

   

［
24

～
4
1 

略
］
 

［
２

～
５

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
2
2 

同
左

］
 

2
3 

(
1
) 
神

奈
川

県
横
浜
市
都

筑
区
中
川

１
－
２
 

－
３

 
 

 
 

 
 
 

  
 
  
 （

12
2
.5

0 ）
 

(
2
) 
神

奈
川

県
川
崎
市
宮

前
区
犬
蔵

３
－
９
 

－
12

 
 

 
 

 
 
 

  
 
  
 
 （

9
7
.7
0 ）

 北
緯

3
5
度

3
3
分

4
2
秒

東
経

1
3
9
度

3
4
分

1
3
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

3
4
分

5
9
秒

東
経

13
9
度

3
3
分

2
9
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
24

～
4
1 

同
左

］
 

［
２

～
５

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



七
十
九
頁 

 三
十
三 

平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
十
三
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



八
十
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
６

 
略

］
 

７
 

削
除

 

   

［
８

～
1
5 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
６

 
同

左
］

 

７
 

(
1
) 
東

京
都

北
区
西
が
丘

３
－
６
－

６
 

 
 

 
 
 
 

（
1
0
0.
50

）
 

(
2
) 
東

京
都

板
橋
区
坂
下

２
－

26－
1
9 

 
 

 
 
 
 

（
4
8
.1
0 ）

 北
緯

3
5
度

4
5
分

5
6
秒

東
経

1
3
9
度

4
2
分

4
2
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

4
7
分

0
3
秒

東
経

13
9
度

4
1
分

1
2
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
８

～
1
5 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



八
十
一
頁 

 三
十
四 

平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す

る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



八
十
二
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

［
１

～
３

 
略

］
 

［
１

～
３

 
同

左
］

 

４
 

電
気

供
給

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

４
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
８

 
略

］
 

９
 

削
除

 

   

［
10

～
1
3 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
８

 
同

左
］

 

９
 

(
1
) 
神

奈
川

県
鎌
倉
市
大

船
1
7
65－

１
 

（
96

.
80

）
 

(
2
) 
神

奈
川

県
藤
沢
市
南

藤
沢

18－
1
0 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
（

54
.
30

）
 北

緯
3
5
度

2
1
分

0
0
秒

東
経

1
3
9
度

3
2
分

3
4
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

2
0
分

1
2
秒

東
経

13
9
度

2
9
分

2
6
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
10

～
1
3 

同
左

］
 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 



八
十
三
頁 

 三
十
五 

平
成
二
十
七
年
総
務
省
告
示
第
三
百
六
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



八
十
四
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
６

 
略

］
 

７
 

削
除

 

   

［
８

～
1
9 

略
］
 

［
２

～
４

 
略

］
 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
６

 
同

左
］

 

７
 

(
1
) 
東

京
都

渋
谷
区
千
駄

ヶ
谷
５
－

2
4－

３
 

 
 

 
 
 

  
 
  

 
  

  
（
2
2
6.
20

）
 

(
2
) 
東

京
都

渋
谷
区
大
山

町
１
－

20 （
56

.
60

）
 北

緯
3
5
度

4
1
分

0
4
秒

東
経

1
3
9
度

4
2
分

1
1
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

4
0
分

1
1
秒

東
経

13
9
度

4
0
分

4
6
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
８

～
1
9 

同
左

］
 

［
２

～
４

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 



八
十
五
頁 

 三
十
六 

平
成
二
十
八
年
総
務
省
告
示
第
一
号
（
電
波
法
等
の
規
定
に
よ
り
伝
搬
障
害
防
止
区
域
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



八
十
六
頁 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

１
 

電
気

通
信

業
務
用
伝

搬
障
害
防

止
区
域
 

１
 

［
同

左
］

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）
 

伝
搬

障
害

防
止

区
域

の
範

囲
 

［
１

～
６

 
略

］
 

７
 

削
除

 

       

［
８

～
3
8 

略
］
 

 

区
分

 

伝
搬

障
害

防
止

区
域
に

係
る
無

線
局

の
空

中

線
又

は
無

給
電

中
継
装

置
の
設

置
場

所
（

括

弧
内

の
数

値
は

、
海
抜

高
（
メ

ー
ト

ル
）

を

示
す

。
）

 

伝
搬

障
害
防
止

区
域
の
範

囲
 

［
１

～
６

 
同

左
］

 

７
 

(
1
) 
神

奈
川

県
横
浜
市
都

筑
区
中
川

１
－
２
 

－
３

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 （
12
4
.3

0 ）
 

(
2
) 
神

奈
川

県
横
浜
市
青

葉
区
新
石

川
１
－
 

１
－

９
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 （

7
8
.6
0 ）

 北
緯

3
5
度

3
3
分

4
2
秒

東
経

1
3
9
度

3
4
分

1
3
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

3
3
分

5
2
秒

東
経

13
9
度

3
3
分

3
0
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ

ぞ
れ

5
0
メ

ー
ト

ル
以

内
の

区
域

及
び

北
緯

3
5
度

3
3
分

5
3
秒

東
経

1
3
9
度

3
3
分

2
4
秒

の
地

点
と

北
緯

3
5
度

3
3
分

5
4
秒

東
経

13
9
度

3
3
分

2
3
秒

の
地

点
を

結
ぶ

直
線

を
中

心
線

と
し

て
、

そ
の

両
側

そ
れ
ぞ
れ

5
0メ

ー
ト

ル
以
内
の

区
域
 

［
８

～
3
8 

同
左

］
 

 

［
２

～
５

 
略

］
 

［
２

～
５

 
同

左
］

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


